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鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市規則第１２号 

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和３９年鳥取市規則第１５号）の一

部を次のように改正する。 

第６条の２第１項中「在職した」を「勤務した」に改め、同項第２号中「鳥取市公

営企業の給与の種類及び基準に関する条例」を「鳥取市公営企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例」に改め、同条第２項中「前条第３項の規定を準用する」を「前

条第３項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する」に改める。 

第６条の３第２項中「在職した」を「勤務した」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第６条の２第１項第２号の

改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


